




毎月1日～
10日まで



一次審査 二次審査

毎月11日～17日くらい
に国保連で行う審査

毎月21日～27日くらい
に国保連の審査結果を
基に市町で行う審査

国保連では審査できな
かったエラーについて
市町で確認します

請求後、誤りが発覚した場
合この期間内だと国保連に
連絡すれば修正可能







https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/34/34890.html
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/34/34890.html




事業所 市 国保連

過誤申立書を市へ提出
市から国保連へ請求の
取下げを依頼

過誤申立をした人の請求を再請求する。



https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/34/12132.html
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/34/12132.html


障害福祉サービス 障害児通所支援 地域生活支援事業

障害福祉サービス
○ × ○

障害児通所支援
サービス × ○ ×

地域生活支援事業
○ × ○















警告・警告（重度）の場合、
原則、請求は通りますが、
場合によっては返戻対象と
なる場合があります。その
際は審査期間中に市から確
認の連絡があります。

























R6報酬改定

開始時間・終了時間は実際
にサービス提供した時間

算定時間は個別支援計画に
定めた時間


































